
　

⑵　計画策定の根拠

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）第88条に基
づき、国が定めた基本指針*に則して、本市における障害福祉サービス、障害児通所支援及び相談支
援並びに地域生活支援事業を提供するための体制の確保が、総合的かつ計画的に図られるようにす
るために策定。

*基本指針：障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体
制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本指針

　平成27年度から平成29年度までの３年間

　「第４次いわき市障がい者計画」は、障害者基本法第11条第３項に定める市町村における障がい者のための
施策に関する基本的な計画（市町村障害者計画）として策定。

　平成26年度から平成32年度までの７年間
（平成26年度から平成29年度までの４年間を前期、平成30年度から平成32年度までの３年間を後期とする。）

第４次いわき市障がい者計画及び第４期いわき市障害福祉計画の策定について                                                                    

⑶　計画期間

⑴　計画策定の趣旨

⑵　計画策定の根拠

⑶　計画期間

１　第４期いわき市障害福祉計画策定の趣旨等

（参考）　第４次いわき市障がい者計画の策定の趣旨

⑴　計画策定の趣旨

⑷　対象事業等

　平成16年に策定した『新・いわき市障がい者計画』（計画期間：平成16年度～平成25年度）が、平成25年度
をもって最終年度を迎えたことから、平成26年２月に『第４次いわき市障がい者計画』を策定する。

　本市においては、平成18年度から平成20年度までを第１期、平成21年度から平成23年度までを第
２期、平成24年度から平成26年度までを第３期として障害福祉計画を策定。障がいのある方の地域
生活を支援するためのサービス基盤の整備等について、計画的に施策の推進を図ってきた。平成26
年度に第３期障害福祉計画が最終年度を迎えたことから、障害福祉サービス等の見込量等を設定
し、本市における施策の一層の充実を図るために、平成27年３月に第４期障害福祉計画を策定し
た。

『いわき市障害福祉計画』の計画期間

平成32年度平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度平成18年度 平成19年度

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期

『第４次いわき市障がい者計画』の計画期間

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度平成25年度 平成26年度 平成27年度

後期前期

前期

見直し時期

後期

見直し時期

策定



 

２　第４次いわき市障がい者計画及び第４期いわき市障害福祉計画の関係

⑴　第４次いわき市障がい者計画及び第４期いわき市障害福祉計画の関係

⑵　計画の見直し

いわき市地域自立支援協議会の構成（体系図）

⑴　いわき市地域自立支援協議会

　障害者総合支援法に基づき設置されている自立支援協議会は、障がいのある方の自立支
援、地域生活支援を推進していくためのシステムづくり及びネットワークづくりの協議の場
としての機能を果たす。

　地域自立支援協議会と連携し、事業実施における関係機関相互のネットワークを強化。さ
らに、検討事例等の課題共有、併せて課題解決への取り組みを検証、反映することで、障が
いのある方の生活を支援するサービスの中立・公平性の確保と質の向上を図り、本市におけ
る障がい者福祉の向上に取り組む。

⑵　専門部会

⑶　行政

　平成29年度に、次の『第５期障害福祉計画』の策定と合わせて、第４次いわき市障がい
者計画（前期）の中間評価を行う。

「いわき市障がい者計画」、「いわき市障がい者計画行動計画」及び「障がい福祉計画」の関係及び計画期間

３　計画の推進体制

　障害福祉計画は、障害者総合支援法第88条第１項に定める障害福祉サービス、相談支援
及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画（市町村障害福祉計画）として、現
在、本市において、『第３期障害福祉計画』（平成24年度～26年度）を策定しています
が、第３期障害福祉計画の最終年度と『次期（第４期）障害福祉計画』（平成27年度～29
年度）の３年間の合計４年間分について、本障がい者計画の前期４年間（平成26～29年
度）の障害福祉サービス等の提供に係る実施計画として位置づける。

　両計画の推進は、各主体の連携・協調のもと、障がいの有無に関わらず、誰もが安心して地域
で生活できるための支援体制の構築を推進する。

　国、県、社会福祉法人、市民活動団体及び事業者との連携と協力体制の構築、市民、障が
い者団体、事業者と連携、協力して計画に基づく施策の推進を図る。また、計画についての
評価や、必要に応じて見直しを行い、次の計画や施策等に反映する。
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（第３次）
新・いわき市障がい者計画 第４次いわき市障がい者計画

新・いわき市障がい者行動計画
（前期）

新・いわき市障がい者行動計画
（後期）

（今回）第４期

改訂

障害者総合支援法に基づき、

３ヵ年の「障害福祉計画」策定

義務づけ。（第88条）

第１期

障害福祉計画

障がい者計画

第１次

障害者基本法に基づき、

「障害者計画」策定義務づ
け。（第11条）

第４次いわき市障
がい者計画の前期
見直し時期（案）

第２次

第２期 第３期 第５期

後期前期

障がい福祉計画を障がい者計画
の実施計画と位置づけ。

新・いわき市

障がい者行動計画
（前期）（改定版）

　※平成27年度見直し予定

【構成】学識経験者、団体、施設等、関係機関、市民代表 20人（任期３年）

○サービス提供・支援体制の整備・構築、関係機関の連携
○専門部会等における個別事例の支援のあり方についての協議
○障害福祉サービスの提供体制の整備やインフォーマルを含めた支援体制の整備
○相談支援体制の整備状況や課題等の把握、質向上のための取組等
○市障がい福祉計画の進捗状況の把握や必要に応じた助言

いわき市地域自立支援協議会

【構成】障がい福祉課、委託相談支援事業者等（７機関）

○全体会議、専門部会の報告、調整、課題提起、意見聴取等

【構成】障がい福祉課、委託相談支援事業者等（７機関）、各サービス事業者、＋地区セン
１ 地域生活支援部会（隔月） ３ 児童・療育支援部会（隔月）
２ 権利擁護支援部会（隔月） ４ 就労支援部会（３月毎）

○個別事例の支援
○相談支援体制の整備、従事者の質向上の取組
○関係機関等の協力体制の強化、円滑化
○課題解決に向けた調査、社会資源の開発・改善等の提案

◎委託相談支援事業者

◎保健・医療関係者

◎教育関係者

◎雇用関係者

◎障害福祉サービス事業者

◎障害者団体関係者

◎学識経験者

◎市（障がい福祉課、
【追加】地区保健福祉センター）

・関連施策の所管課との連携・調整等

全 体 会 議
<年５回開催>

運 営 会 議

<毎月開催>

専 門 部 会

構 成 員

（継続）
・グループホーム検討会
・重心ＰＴ
・精神障がい者地域移行連絡会
・就労継続支援Ｂ型事業所連絡会
（新規）
・計画相談支援検討会
（検討）
・発達障がいについて

検討会・ＰＴ等

・課題

・意見聴取

・報告

・調整

・課題

・意見聴取

・報告

・調整


